
かたくり荘従来型　利用料金

（１）基本料金（１日あたり） （２）食費・居住費（１日あたり）
従来型個室

１割 2割 ３割 食費 居住費 食費 居住費
要介護１ 589円 1,178円 1,767円 300円 0円 300円 380円
要介護２ 659円 1,318円 1,977円 390円 430円 390円 480円
要介護３ 732円 1,464円 2,196円 650円 430円 650円 880円
要介護４ 802円 1,604円 2,406円 1,360円 430円 1,360円 880円
要介護５ 871円 1,742円 2,613円 1,445円 915円 1,445円 1,231円

 ★判定基準は別紙資料「加算および〜」参照のこと
（３）加算項目（１日あたり）

金額

1割 2割 3割

日常生活継続支援加算（Ⅰ） 36円 72円 108円

看護体制加算Ⅰ 6円 12円 18円

看護体制加算Ⅱ 13円 26円 39円

夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ 28円 56円 84円

栄養マネジメント強化加算 11円 22円 33円

外泊時費用 246円 492円 738円

初期加算 11円 22円 33円

安全対策体制加算 20円 40円 60円

看取り介護加算 72円 144円 216円

144円 288円 432円

680円 1,360円 2,040円

1,280円 2,560円 3,840円

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 50円 100円 150円

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110円 220円 330円

協力医療機関連携加算 100円 200円 300円

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10円 20円 30円

生産性向上推進加算（Ⅱ） 10円 20円 30円

退所時情報提供加算 250円 500円 750円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（４）月額料金 あくまで目安の料金となります。
◎多床室 （条件/保険負担割合1割の場合の月額   ※31日計算)  （※31日計算) 

介護度 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 2割負担 3割負担
1 33,756円 49,876円 57,936円 79,946円 97,616円 122,073円 146,529円
2 36,230円 52,350円 60,410円 82,420円 100,090円 127,020円 153,951円
3 38,810円 54,930円 62,990円 85,000円 102,670円 132,180円 161,690円
4 41,284円 57,404円 65,464円 87,474円 105,144円 137,128円 169,112円
5 43,722円 59,842円 67,902円 89,912円 107,582円 142,005円 176,427円

◎従来型個室 （条件/保険負担割合1割の場合の月額   ※31日計算)  （※31日計算) 
介護度 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 2割負担 3割負担

1 45,536円 51,426円 71,886円 93,896円 107,412円 131,869円 156,325円
2 48,010円 53,900円 74,360円 96,370円 109,886円 136,816円 163,747円
3 50,590円 56,480円 76,940円 98,950円 112,466円 141,976円 171,486円
4 53,064円 58,954円 79,414円 101,424円 114,940円 146,924円 178,908円
5 55,502円 61,392円 81,852円 103,862円 117,378円 151,801円 186,223円

所定単位数（基本報酬単位＋各種加算）×14％が料金に加算（月額）

死亡日以前31日以上45日以下

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日の前日及び前々日

死亡日

(以下は1月あたり）

★（別紙資料)

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全
対策を実施する体制が整備されている。※入所時に1回のみ算定。

第３段階②
第４段階

内容 備考（★の項目は別紙資料をご覧ください）

★（別紙資料)

常勤の看護師を1 名以上配置していること。

看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25 又はその端数を増すごとに1 以上で
あり、かつ、配置すべき看護職員の数に1 を加えた数以上であること。

★（別紙資料)

★（別紙資料)
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を
認めた場合は、1 月に6 日を限度として所定単位数に代えて算定する。
入所した日から起算して30 日以内の期間について算定する。30 日を超える病院又は診
療所への入院後に再入所した場合も同様とする。

第３段階①

介護保険負担限度
額認定区分要介護度

かたくり荘従来型 多床室

第１段階
第２段階


